
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主や被保険者・離職者の皆さまへ

失業等給付の受給資格を得るために必要な

「被保険者期間」の算定方法が変わります
～ 対象者：離職日が令和２年８月１日以降の方～

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の２年間に、

「被保険者期間」が通算して12か月以上（特定受給資格者または特定理由離職者は、

離職の日以前の１年間に、被保険者期間が通算して６か月以上）あることが必要です。

この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和２年８月１日以降は、

以下のように変わります。

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎とな
る日数が11日以上ある月を1か月と計算。

しかし、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が31日以上で
あるという雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日
数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数
だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直しをします。

改正前

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎とな
る日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働
時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

改正後

今回の改正を踏まえ、離職日が令和２年８月１日以降の方に関する「離職証明書」

を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期

間については、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に

記載してください。

事業主の皆さまへ
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■お問い合わせ先 

ハローワーク名 

(担当部署) 
所  在  地 電話番号 

ハローワーク佐賀 

(雇用保険給付課) 

〒840-0826 

佐賀市白山 2丁目 1-15 

【代 表】（0952）２４ｰ４３６１ 

【給付課】（0952）２４ｰ４３０５ 

ハローワーク唐津 

(雇用保険課) 

〒847-0817 

唐津市熊原町 3193 
（0955）７２ｰ８６０９ 

ハローワーク武雄 

(管理課 給付係) 

〒843-0023 

武雄市武雄町昭和 39-9 
（0954）２２ｰ４１５５ 

ハローワーク伊万里 

(雇用保険課) 

〒848-0027 

伊万里市立花町通谷 1542-25 
（0955）２３ｰ２１３１ 

ハローワーク鳥栖 

(雇用保険課) 

〒841-0035 

鳥栖市東町 1丁目 1073 
（0942）８２ｰ３１０８ 

ハローワーク鹿島 

(管理課 給付係) 

〒849-1311 

鹿島市高津原二本松 3524-3 
（0954）６２ｰ４１６８ 

                             


